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魅力あるまちづくりを目指して 
笠松町長　広江　正明 

　新年あけましておめでとうございます。 

　２００９年の輝かしい新春を迎え、町民の皆様のご健

勝とご多幸を心からお祈りいたしますとともに、平素の

町行政に対する多大なるご理解、ご協力に深く感謝申

し上げます。 

　現下の社会経済情勢は、景気が足踏み状態から後

退局面に入っており、国の歳出改革により国庫補助負

担金などは削減・縮小され、地方財政を取り巻く環境は

非常に厳しい状況にあります。 

　こうした中、笠松町におきましては、平成１７年度から

１９年度まで町民の皆様のご協力のもと取り組んでおり

ました「行財政改革推進プラン」により、経常経費の削

減や投資的経費の抑制、受益者負担の見直しなどを

住民協働により進めた結果、推進プランの当初目標を

上回る成果を上げました。 

　しかしながら、国から地方への税源移譲により税収

が増加したものの、地方交付税は年々減少傾向にあり、

また、道路・下水道整備や小学校の耐震補強工事など

行財政改革推進期間中圧縮してきた投資的経費や

今後増加する行政需要に対応するためには、今まで

以上に健全な財政運営が必要となってきます。このよう

な中、真に必要な行政サービスを見極めながら、安全

安心なまちづくりの実現に向けて、各種施策を進めてま

いります。 

　さて、笠松町では、本年７月に生誕１２０年の節目を迎

えます。「木曽の流れと共に　未来へ続け ! 笠松町」を

スローガンに記念事業を行うため、検討懇談会を立ち

上げ事業内容について検討を重ねているところであり

ます。この記念事業につきましては一過性のものでは

なく、後世に残る事業、今後も継続していける事業を実

施してまいります。 

　また、子どもから高齢者まで全ての人々が人権尊重

の理念を正しく理解し、お互いに思いやりの心を持ち

暮していくことは、いろいろな問題を抱える現代社会に

おいて重要です。このようなことから「道徳のまち笠松」

を目指し、社会に貢献しようとする精神を育み、道徳心

やマナー、ルールを大切にする風土および人づくりを行

っていきます。 

　さらに、川湊の町として残っている伝統的建造物や

寺社仏閣、古い町並みなどの歴史的、文化的財産、豊

かな自然や水辺の環境を活かし、人々が行き交う交流

の場として「まちの駅・川の駅」を整備し、来訪者や町

民の方への新たな情報の提供、発信をすることにより、

より魅力ある施設となり、安心してまちめぐりが楽しめる

よう、ネットワークづくりを進めてまいります。 

　今後も全職員一丸となって各種施策に取り組む所

存でございますので、町民の皆様がこれまで培われて

こられた英知と力を笠松町の発展のために賜りますよ

うお願い申し上げるとともに、今後ますますのご健勝と

ご多幸を祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたし

ます。 

笠松みなと公園と木曽川 

謹賀  



笠松町生誕120年の年に向けて 
議長　岡田　文雄 

　あけましておめでとうございます。 

　今年の丑年は、モウ烈に頑張るのもよし、のんびりと

反芻（はんすう）しながら過ごすのもよし、角は突き合わ

さずに、仲良く行きたいものです。 

　平成２１年の輝かしい新春を迎えるにあたり、町議会

を代表してごあいさつを申し上げます。 

　町民の皆様には、日ごろから町政発展並びに議会

運営諸般にわたり格別なご支援とご協力を賜り、心か

ら感謝申し上げます。 

　今、アメリカに端を発した金融危機が、世界や日本を

巻き込み経済・金融・雇用など情勢が未曽有の大変な

状況になっております。 

　こうした状況の中、地方自治体を取り巻く状況も、年々

厳しくなる財政事情と急速に進む少子化・高齢化など

重要な課題が山積しており、誠に厳しい状況であります。 

　このような時こそ、町政に携わる私たち議員が一丸と

なって英知を結集し、効率的な行財政運営によって、

町民生活の安定と向上のための施策を充実させてい

く必要があると認識いたしております。 

　また、今年は「笠松町生誕１２０年」の記念すべき年

であり、私たち議員も、この笠松町が将来にわたり魅力

あるまちづくりに展開できますよう、引き続き町民の皆様

の声をしっかりと受け止めます。 

　多様化する住民ニーズを的確に把握し、その声を町

政に反映させていくとともに、勇気と情熱、創意と工夫

をもって更なる努力を重ね、皆様の負託に応えるよう決

意を新たにいたしております。 

　どうか本年も議会活動に対しまして、あたたかいご支

援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

　終わりに、皆様のご健勝とご多幸を心からお祈りいた

しまして、新年のごあいさつといたします。 

新年  



1月15日から有料化　マイバッグ持参で 
　住民団体と町内のスーパーマーケットなどの事業者と
町および県は、１２月４日「レジ袋削減（有料化）の取組に
関する協定」を締結しました。 
　今後それぞれが協力し、未来の子どもたちに快適な自
然環境を残すため、レジ袋削減を通して地球温暖化防止
などに向け取り組んでいきます。 
協定書では、 
○事業者は、１月１５日からレジ袋の無料配布を行わず、レ
ジ袋の辞退率８０％以上を目指します 

○消費者団体は、マイバックやマイバスケット持参を啓発し、
レジ袋の無料配布中止の取組を積極的に支援します 

○町は、事業者を広報紙、ホームページなどで積極的に
啓発し、この運動の拡大を目指します 

○県は、レジ袋削減の取組を広報、助言などを通じて積
極的に支援します 

などと定められています。 
　笠松中央公民館で行われた締結式には、町長や岐阜
県副知事をはじめ、消費者団体や事業者の代表者など
が出席され、それぞれが協定書に署名されました。 
　町内のレジ袋消費量は年間約５６０万枚と推定され、こ
の協定により８０％が削減されれば約２２０トンの二酸化炭
素の排出が抑えられることになります。 
１月１５日から有料化される店舗（１２月４日現在） 
　ユーストア笠松店 
　スーパートミダヤ笠松店 
　マックスバリュ笠松店 
　スーパーヨシノヤ笠松店 
　ドラッグユタカ笠松店 
　ドラッグユタカ笠松長池店 
　グリーンセンターさかい川 
　町では、引き続き有料化実施参加店舗を募集しています。
詳細は、環境経済課までお問い合わせください 締結式に出席された事業者・消費者・行政の代表者 

日本一の賞状とトロフィーを披露する関谷さん（左） 

　笠松小学校６年関谷真生子さん（西宮町）が、１０月に開催された全日本
通信珠算競技大会小学生の部で優勝。日本一と書かれた賞状とトロフィー
を持参して、広江町長に報告されました。 
　この競技大会は全国１３８会場で開催され、４７０１人が出場した小学５・６
年生の部で、関谷さんは優勝されました。 
　関谷さんは、「練習は毎日集中し、まだとっていない十段を獲得してすべ
て十段にしたい」と抱負を話されました。 
　広江町長は、小学生時代関谷そろばんで学んでいた時のエピソードや「日
本一を達成したのは日頃の練習の集中と継続のたまもの」と話されました。 

　１２月２日、高さ２５メートル直径２０メートルの巨大な熱気球が、突然笠松
小学校校庭に現れました。 
　笠松小学校が１３０期生の卒業を迎える記念として、子どもたちの思い
出づくりになればと企画されたものです。 
　全校児童３１３人が、１０人前後のグループに分かれ、順番に気球のゴン
ドラに乗り込み、地上２０メートル空中からの眺望を５分間楽しみました。 
　児童たちは、「わくわくして楽しかった」「自分の家を探した」「校舎が
小さく見えた」などいろいろな感想を話しあっていました。 
　気球を見守っていた保護者は、「笠松は教育熱心で、伝統があること
を再認識しました」と話されました。 
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　笠松町老人クラブ連合会会長の
伊藤弘さん（大池町）が、平成２０年
度全国老人クラブ連合会会長表彰（育
成功労表彰）を受賞されました。 
　伊藤さんは、平成８年４月に大池町
老人クラブ会長、１２年４月に笠松町
老人クラブ連合会会長に就任されま
した。会長として、老人クラブ会員の

健康づくりや生きがいづくりなどの事業の発展、羽島郡老
人クラブ連合会会長、岐阜県老人クラブ連合会理事として
多大な貢献をされました。 

　日本赤十字社岐阜県支部創立１２
０周年記念大会が１１月１９日、県民ふ
れあい会館で開催されました。馬渕
文子さん（清住町）は、長年の功績を
たたえられ、金色有功章を受章されま
した。 
　馬渕さんは、昭和５４年４月から２９

年の永きにわたり笠松町赤十字奉仕団委員長として、ボラ
ンティア活動の先頭に立ち活動し、赤十字の発展のため尽
力されました。 

　第３８回岐阜県少年補導員大会が１１月１４日、岐阜県庁
で開催されました。 
　志智慈朗さん（下新町）と馬場茂子さん（西町）が岐阜
県知事表彰を、杉山詞一さん（円城寺）が岐阜県少年補
導協会長表彰をそれぞれ受賞されました。 
　志智さんと馬場さんは、平成１０年４月から１０年間、杉山さ
んは１５年から５年間と少年補導活動に献身的に尽力され
てきました。今回の受賞は長年にわたる青少年の健全育
成と少年の非行防止活動の功労が認められたものです。 

　平成２０年度の羽島郡二町教育功労者の表彰式が１１
月２１日、岐南町役場公室で行われました。 
　これは、多年にわたり郡内の教育や学問、文化および
体育の振興発展に貢献された方を表彰するもので、笠松
町からは日原典子さん（下新町）が表彰されました。 
　日原さんは箏曲師範として、笠松小学校、中学校そし
て地元地域に箏の指導を精力的献身的に行い、日本伝
統文化と音楽教育の啓発・普及に貢献されました。 

　木曽川凧あげまつり実行委員会主催による全国から凧名
人が自慢の大凧あげを競う「第４回木曽川凧あげまつり全国
大会」が、１月１８日町民米野運動場で行われます。 
　例年、親子凧あげ大会を開催していましたが、伊吹おろし
が吹き、電線などの障害物がなく、自然豊かなエリアの素晴ら
しい立地条件に凧名人がほれ込んで全国大会を開催されます。 
　凧あげは、親子・孫子と世代を越えて同じ土俵で、おもしろ
さが共有できる伝統文化でもあります。 
　この地方の冬の名物、伊吹おろしに凧あげで挑戦してみま
せんか。自作の凧の持ち込み参加も大歓迎します。 
　木曽川凧あげ大会と木曽川エリアは、岐阜県から「じまん
の原石」に認定されています。 

　笠松町赤十字奉仕団の皆さんが１１月４日、７０歳以上の
ひとり暮らしのおとしより２９５人を訪ね「いつまでも元気で頑
張ってください」と励ましのことばをかけ、団員手作りのおは
ぎを贈りました。 
　おとしよりたちは、心のこもった訪問に感謝され、団員の
皆さんとの会話に和やかな楽しいひとときを過ごされました。 

　笠松町赤十字奉仕団下羽栗分団の皆さんが１２月４日、
広江町長を訪ねられ「公共施設でお使いください」と手作
りぞうきん１１１枚を寄贈されました。 
　下羽栗分団では、毎年事業の一環とし団員たちがぞうき
んを手作りされています。 
　町では早速、公共施設の清掃に活用させていただきます。 



町が取り組む施策や事業についてわかりやすくご紹介します 

2月から緊急地震速報の放送を開始 ２６ 

　笠松町では、２月から瞬時警報システム（J-ALERT）を導入し、地震発生情報などの緊急放送を開始します。 
　この緊急放送は、いつ発生するかわからない大地震やテロ、武力攻撃などからの被害を最小限にするため、
国から発信される緊急情報を人工衛星経由で役場に設置されている防災行政無線の親局が自動的に受信
し、皆さんの家庭にある個別受信機や屋外子局（スピーカー）でお知らせします。 
　なお、この緊急放送を受信するために、個別受信機を再設定する必要は特にありません。 

○緊急地震速報 
　地震発生時は、P波とS波の２種類の地震波が発生します。この波の伝わる時間差を利用して、強い地震の
揺れが数秒から数十秒後に来ることをお知らせします。 
　具体的には、笠松町で震度４以上の揺れが予測される場合に放送されます。 
【この放送が流れたら】 
　周囲の状況に応じて身の安全を確保します。 
●家庭では… 
　・ 頭を保護し、テーブルなどの下などに隠れる 
　・ あわてて外へ飛び出さない 
　・ できるだけ火の始末をする 
 
 
 
 
 

 
●屋外では… 
　・ ブロック塀、自動販売機などの倒壊に注意 
　・ 看板や割れたガラスの落下に注意し、高層建物から離れる 

 
 
 
●自動車運転中は… 
　・ あわててブレーキをかけない 
　・ ハザードランプを点灯し、ゆっくり停止する 
 
 
○有事関連情報 
　笠松町を含んだ地域に、弾道ミサイル発射や航空機による攻撃、ゲリラや特殊部隊による攻撃、大規模なテ
ロによる攻撃の可能性がある場合に放送します。 

○アンサーバック機能 
　防災行政無線の放送が聞き取れなかった時には、388-4930または388-4931に電話すると、録音された放送
内容が過去4件分まで再生され、確認することができます。（通話料有料） 

ジェイ アラート 



岐阜県知事選挙　１月２５日 岐阜県知事選挙　１月２５日 
～　投票で　わたしが決める　岐阜の未来　～ 

　岐阜県知事選挙が１月２５日（日）に行われる予定です。 

　候補者の政見など、よく見、よく聞き、よく考えて、私たちの代表を選びましょう。 

　また、選挙は私たちが政治に参加できる大切な機会のひとつです。貴重な権利を放棄しないよう必ず投票しましょう。 

 

投 票  

 

 

投票できる方 

 

 

 

 
期 日 前 投 票  

 

 

 

 

 

 

在 宅 投 票  

 

 

 

 

開 票  

 

 
投票所入場券 

 
問 合 先  

【日　時】　１月２５日（日） 午前７時～午後８時 

第１投票区　笠松中央公民館　集会室 

【場　所】　第２投票区　松枝公民館 

第３投票区　下羽栗会館 

　平成元年１月２６日以前に生まれ、平成２０年１０月７日以前に笠松町で住民基本台帳（住民票）

が作成され、町の選挙人名簿に登録されている方 

　投票日に「仕事中」「投票区の区域外に旅行中」などの理由で投票できない方は、次の要領

で期日前投票ができます。 

【期　間】　１月９日（金）～２４日（土） 

【時　間】　午前８時３０分～午後８時 

【場　所】　役場　１階　住民課ロビー 

【方　法】　宣誓書に書かれている事由を選択し、住所、氏名、生年月日を記入します。 

（入場券がなくても投票できます） 

　身体に次のような重度の障がいがある方は、郵便により自宅で投票することができます。 

 ・ 身体障害者手帳をお持ちで、両下肢、体幹または移動機能の障がいが１級か２級の方、心

臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がいが１級か３級の方、免疫の障がいの程

度が１級から３級までの方 

 ・ 戦傷病者手帳をお持ちで、両下肢、体幹または移動機能の障がいが特別項症から第２項

症までの方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がいが特別項症から第３項

症までの方 

 ・ 介護保険の被保険者証をお持ちで、要介護状態区分が要介護５の方 

【日　時】　１月２５日（日） 午後９時～ 

【場　所】　笠松中央公民館　３階　大ホール 

【発送日】　１月８日（木） 

　万一、入場券をなくしたときでも投票はできますので、投票所で係員に申し出てください。 

　入場券が届かない場合は、町選挙管理委員会へお問い合わせください。 

 笠松町選挙管理委員会　1３８８-１１１１ 

第５０回 羽島郡駅伝競走大会結果 
１２月１４日（日） 
笠松みなと公園発着（当町関係分） 

【一般男子の部】 
第３位　羽島郡広域連合 消防本部 
第４位　松波総合病院 リハビリレンジャー 

【一般女子の部】 
第３位　松波総合病院 リハビリ乙女 

【中学男子の部】 
第５位　笠松中学校 らいちょう 



史跡探訪とあんどん祭り 

スポーツレクリエーション祭 

月美みどり会が墓地清掃 

大きな幕を使ってのパラシュートゲームを楽しむ子どもたち 

　笠松町レクリエーション協会主催による第８回スポーツレ
クリエーション祭が１１月２３日、運動公園内運動場で２４０人
が参加して行われました。 
　この大会は、今回で８回目を数え、聖徳学園大学のサー
クル「カッパの会」の学生たちが、ドッチビー・パラシュート・
ボックスホッケーなど９種類の軽スポーツやゲームを手助け
して、幼稚園児・小・中学生と保護者も一緒になって楽しい
時間を過ごしました。 
　最初のゲーム「北風ともみじ」では、ケンケンして逃げる
モミジを北風が追いかけ、最後まで逃げ切った少年もいま
した。 

　また、町婦人会の皆さんが飲料のお手伝いし、参加者の
乾いたのどを潤しました。 

光得寺の梵鐘の説明を受ける参加者 

　「知ろう! 歩こう! 感じよう!」と、中央公民館主催の「ふるさとかさま
つ塾」が１１月３０日、下羽栗地区を舞台に開催されました。 
　参加した４０人は、「笠松を語り継ぐ会」の皆さんの解説を聞き「光得
寺の梵鐘」「土岐塚」「お成り道」「おふじの宮」「秋葉神社」「木曽川
円城寺川並奉行館跡」の史跡を順次見て回りました。 
　続いて下羽栗会館では、毎年８月２２日、円城寺の秋葉神社に奉納さ
れる「あんどん祭り」について、宮崎惇さんの講演を聴きました。 
　はじめに組単位で取り組むあんどんや屋形の作製・神社への奉納
などの様子が映し出されるビデオで全ぼうを把握。祭りの起源につい
て宮崎さんは「江戸時代から続いている」といわれ、「伝承に力を注ぐ
地域の皆さんの努力に頭が下がる」と話されました。 
　参加者からは、「地元に住んでいても知らぬことばかり。とても勉強に
なった」などの声が聞かれました。 

　老人クラブの月美みどり会では、１２月６日町営緑町墓地
を清掃しました。月美みどり会は、平成１８年から始められ、
桜の落花と落葉の時期は２回以上そのほかの月は１回の
年間１６回墓地を清掃し、特にこの時期は、境川堤防の桜
並木の枯葉が木枯らしに吹かれ、墓地一面をまるで絨毯を
敷き詰めたように落ちています。 
　この日は、２６人の会員が熊手やほうきで落ち葉を集め、
落ち葉はごみ袋８６袋にもなり、すっかり墓地はきれいになり
ました。 
　会員の方は、「お正月を控え、気持ちよくお墓参りされるよ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
うにと思いから清掃をしています」と話されました。 
　会長さんは、「墓地清掃の奉仕活動やカラオケの娯楽な
どにより、会員相互の親睦やコミュニケーションを図っていま 
す」と話されていました。 

緑町墓地をきれいにはききよめる月美みどり会の皆さん 



サラリーマンの確定申告 税務課・岐阜南税務署 

　サラリーマンやパートなどの給与所得者の方は、勤務先での「年末調整」によってその年の所得税が精算されます
ので、改めて確定申告する必要はありませんが、次のように確定申告をしなければならない場合や確定申告をすると所
得税が還付される場合があります。 

①平成２０年分の給与の収入金額が、２,０００万円を

超える方 

②給与所得や退職所得以外の所得金額（不動産

の貸付、満期保険金の受け取りなど）の合計額

が２０万円を超える方 

③給与を２カ所以上からもらっている方 

①マイホームを住宅ローンなどで取得した方 

②病気や出産などで医療費が多くかかった方 

③地震、風水害、盗難によって住宅や家財に損害を受

けた方 

④年の途中で退職し、平成２０年中に年末調整をされ

なかった方 

確定申告をしなければならない方 確定申告をすると所得税が還付される方 

【申告にあたっての注意】 
　・勤務先から交付された源泉徴収票や控除の種類に応じて領収書や 

証明書などが必要です。 
　・還付金の受け取りは、ご本人名義預金口座への振込みになります。 
【問合先】役場税務課　　1３８８-１１１２ 

岐阜南税務署　1２７１-７１１１ 

ネットでどこでも申告 
e-Tax

国税庁ホームページをご覧ください 

www.nta.go.jp

住民税の住宅借入金等特別控除は申告が必要です 税務課 

　税源移譲によって所得税の住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）額が減ってしまう場合には、その分を翌年
度の住民税（所得割）から控除できます。 
　対象者は、平成１１年から１８年までに入居された方で、税源移譲により所得税が減少することで、住宅ローン控除が
減ってしまう方です。 
　住民税の住宅ローン控除を受ける場合には、確定申告期間中に「市町村民税・都道府県民税住宅借入金等特別
税額控除申告書」を税務署または役場税務課に提出してください。 

【問合先】役場税務課　1３８８-１１１２ 

所得税の確定申告書とともに税務署へ提出 源泉徴収票を添付して役場税務課へ提出 

所得税の確定申告書を提出される方 所得税の確定申告書を提出されない方 

身体障害者手帳の交付を受けていない方でも 
障害者控除の対象になる場合があります 福祉健康課 

　身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも６５歳以上で障害者に準ずる者として町から「障害者控除対象
者認定書」の交付を受けられた方は、税の申告や年末調整時に所得税や住民税の「障害者控除」の対象となります。
必要な方は福祉健康課で認定書交付の申請をしてください。 
s障害者に準ずる者として町が認定する方 
　介護保険の要介護認定調査の内容などにより、日常生活に介助を必要とする障害を有すると確認できる方 
s「障害者控除」の申告が必要な方 
　所得税・住民税を納めている次の方 
　　①町から「障害者控除対象認定書」の交付を受けた６５歳以上の方 
　　②同認定書の交付を受けた６５歳以上の方を扶養している方 
【問合先】福祉健康課 



　１月の休日急病診療当番医は次のとおりです。受診
の際は必ず保険証をご持参ください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があります
ので、前もって役場で確認してください。 
　下記以外については、羽島郡地域救急医療情報セ
ンター（羽島郡広域連合消防本部内）へお問い合わせ
ください。1３８８-３７９９ 

〔内科系〕診療時間  ９時～１６時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院（田
代　1３８８-０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間  １０時～１６時 
◆在宅当番医一覧表 

休日急病診療（内科・歯科）の 
お知らせ 福祉健康課 

日 
1 
2 
3 
4 
11 
12 
18 
25

医 療 機 関 
渡 辺 小 児 科  
吉 田 胃 腸 科  
サンライズクリニック 
杉 山 内 科 医 院  
こ め の 医 院  
愛 生 病 院  
ひらたクリニック 
松 波 総 合 病 院  

所　　在 
岐 南 町 八 剣  
笠松町門前町 
岐 南 町 野 中  
笠松町奈良町 
笠 松 町 米 野  
笠松町円城寺 
笠 松 町 田 代  
笠 松 町 田 代  

電　　話 
246-8882 
387-2217 
247-3322 
388-3600 
387-6010 
388-3300 
387-3378 
388-0111

日 
1 
2 
3 
4 
11 
12 
18 
25

医 療 機 関 
こころ歯科医院 
小 島 歯 科 医 院  
小 島 歯 科 医 院  
ご と う 歯 科  
ゴトウ歯科医院 
三 輪 歯 科 医 院  
立 松 歯 科 医 院  
さかえ歯科クリニック 

所　　在 
岐 南 町 徳 田  
岐 南 町 平 島  
笠松町奈良町 
笠 松 町 田 代  
岐 南 町 八 剣  
笠松町円城寺 
笠 松 町 門 間  
岐 南 町 伏 屋  

電　　話 
274-0118 
245-2096 
387-2848 
387-0955 
246-7215 
387-6110 
388-2078 
240-0644

こころの巡回相談・ 
グループワーク開催 

福祉健康課 

　こころの悩みや不安について地域活動支援センタ

ーの精神保健福祉士などが相談に応じます。 

　また、同時に精神障がいの方やそのご家族、こころ

の悩みをお持ちの方たちの憩いと交流の場として、グ

ループワークを開催しますのでお気軽にご参加ください。 

【日　時】１月１５日（木） 午前１０時～午後１時 

【場　所】福祉健康センター 

【内　容】こころの相談・お正月料理作り 

【問合先】福祉健康課 

　町では、皆さんの子育てをサポートすることを目的に、

乳幼児と保護者が遊びをとおしてふれあう場、保護者の

交流の場として子育てサロンを開催します。 

　皆さん、お子さんと一緒にぜひ遊びに来てください。な

お、当日は保育士や保健師が育児などの相談もお受け

します。 

【日　時】１月１５日（木） 午前１０時～１１時 

【場　所】松枝公民館 

【対象者】乳幼児と保護者 

【問合先】子育て支援センター 

子育てサロン 
「みんなで遊ぼっ」開催 

子育て支援センター 



入学通知書が届きます 
二町教育委員会 

　羽島郡二町教育委員会では、平成２１年４月に小・中

学校へ入学されるお子さんの保護者の方へ、１月下旬

に「入学通知書」を送付します。 

　入学式当日に、学校へご持参ください。 

　また、小・中学校入学予定者の方で次に該当する方は、

ご連絡ください。 

・入学通知書が届かなかった方 

・入学通知書の記載事項に誤りのある方 

・指定された学校以外へ入学される方 

・住所を変更された方 

※その他、入学についてのご相談がありましたら、ご連

絡ください。 

【問合先】羽島郡二町教育委員会　1２４５-１１３３ 

健（検）診申込調査 
福祉健康課 

　町では、町民の皆さんに健康で明るい生活を送って
いただけるよう、毎年定期的にがん検診などの各種健（検）
診を実施しています。 
　平成２１年度の希望を取りまとめるため、事前に申し込
みを受け付けます 
　広報かさまつ２月号で「健（検）診申込調査票」をお
配りしますので、記入上の注意を参考に記入してください。 
【調査対象者】平成３年４月１日以前に生まれた方 
【調 査 期 間】２月１日（日）～１３日（金） 

　年金受給者と加入者全員に「ねんきん特別便」が昨

年１０月末までに発送されました。 

　年金記録のご確認をお願いします。 

　「もれ」や「間違い」がある場合もない場合も、必ずご

回答ください。 

　住所変更の手続きをお願いします。 

　「ねんきん特別便」がお手元に届いていない方は、住

所変更の手続きが済んでいない可能性があります。早

急に住所変更の手続きをしてください。 

　ご質問やお問い合わせは、「ねんきん特別便」専用ダ

イヤル（1０５７０-０５８-５５５）または、お近くの社会保険事

務所か年金相談センターまでお願いします。 

「ねんきん特別便」届いて 
いますか 住民課 

　お子さんと一緒に遊びたいけれど、近くに遊ぶ場所が
ない。お友達と遊ばせてあげたいけれど近くに小さいお
子さんがいない。そんなとき、お子さんと一緒に親子プレ
イルームに遊びに来ませんか?子育て真っただ中の親子
が、仲良く交流できる場として、開放されたスペースです。 
　おもちゃや絵本、子育てに関する情報も用意して、皆
さんのお越しをお待ちしています。 
【開設場所】子育て支援センター（第一保育所内　上

新町１７２） 
【開設時間】月曜日～土曜日　午前９時～午後５時（日

曜日・祝日、年末年始は休み） 
【対 象 者】町内に在住している方（就学前のお子さん

は、保護者と一緒にご利用ください） 

親子プレイルームに遊びに 
来ませんか? 子育て支援センター 



温暖化防止のためのアクションを 
第２回 温度調節で減らそう 

環境経済課 

住民基本台帳カードや電子証明 
書の取得はお早めに!

住民課 

　ＣＯ２削減のために、６つのアクションを提案します。日々

のちょっとした気遣いが、積み重なれば大きな削減に。

全６回に分けてお知らせしています。 

Ａｃｔ２：温度調節で減らそう 

冷房の設定温度は２８℃、 

暖房時の室温は２０℃にしよう 

　夏にエアコンの寒さのために体調を崩したり、冬に部

屋の中で汗をかいている人がいる。そもそもおかしな話

ですよね? 

　みんなが服装にちょっと気を使うだけで、これは解決

できること。無理な節約をするまでもなく、冷暖房の使

用を１℃控えるだけで、大きな削減効果が期待できます。 

　家庭では、人がいない部屋のエアコンをこまめに止

めることも大切です。会社などでは、設定温度を変える

ことは、ひとりではできません。まわりの人たちと一緒に、

冷暖房の温度に対する意識を高めよう。 

　例えばこんな工夫 

　日差しの当たる窓には、カーテンやブラインドをおろす

ことで、室温の上昇が抑えられます。 

また、せっかく冷やしたり

暖めたりした空気を逃

がさないように、窓やドア

はきちんと閉めましょう。

エアコンのフィルターの

汚れも消費電力の増加

につながります。機器の

メンテナンスにも気を使

いましょう。 

　e‐Taxで確定申告などを行う場合、役場住民課の「公

的個人認証サービス」で交付する個人向けの電子証

明書が必要です。電子証明書はICカード（住民基本

台帳カード）の中に記録されるものです。住民基本台

帳カード（住基カード）の交付には日数がかかりますの

で余裕をもって申請してください。 

　また、平成２３年３月末までは住基カードを無料で交

付しておりますのでご利用ください。 

　住基カード、電子証明書の手続きには下記のものが

必要です。 

【住基カード】 

①印鑑②本人確認ができるもの（運転免許証・パスポ

ートなど顔写真付きの公的機関発行のもの。ない方は

健康保険証と年金手帳（証書）など公的機関発行のも

ののうち２点）③顔写真１枚（写真付きタイプ希望者のみ。

写真は縦４.５cm×横３.５cm、無帽・正面・無背景のもの

で６カ月以内に撮影したもの） 

【電子証明書】 

①住基カード②印鑑③本人確認ができるもの（運転免

許証・パスポートなど顔写真付きの公的機関発行のもの。

ない方は、健康保険証・年金手帳（証書）など公的機

関発行のもののうち２点）④手数料５００円 

【問合先】住民課 

町生誕120記念事業 
シンボルマーク 



　笠松町生誕１２０年記念事業スローガンを募集したと
ころ、多数の応募がありました。厳正な審査の結果、次
のとおり決定しました。 

（敬称略） 
【最優秀賞】 
「木曽の流れと共に 未来へ続け ! 笠松町」 
堀江美友（北及） 
【優秀賞】 
堀　好三（西金池町） 小寺光雄（名古屋市） 加藤祥太（田代） 

笠松町生誕１２０年記念事業 
スローガンが決定 総務課 

町民スキー教室参加者募集 
町体育協会 

【日　　時】２月１５日（日） 午前５時５０分集合 

【場　　所】ひるがの高原スキー場（郡上市） 

※積雪状況により会場を変更する場合もあります 

【参加資格】町内に在住、在勤者 

【参 加 料】小学生以下３,０００円 

それ以外の方３,５００円 

（リフト代など実費） 

【定　　員】４０人（定員になり次第締め切り） 

【申込期限】１月２４日（土） 

【申 込 先】町体育協会事務局（中央公民館内） 
　放送大学はテレビなどの放送により授業を行う通信
制の大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、
学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で、幅広い世代の
方が学んでいます。 
　平成２１年４月入学生を募集しています。詳しい資料
を無料で送付しますので、お気軽にお問合せください。 
【募集学生の種類】 
－教養学部－ 
科目履修生（６カ月在学し、希望する科目を履修） 
選科履修生（１年間在学し、希望する科目を履修） 
全科履修生（４年以上在学し、卒業を目指す） 
－大学院－ 
修士科目生（６カ月在学し、希望する科目を履修） 
修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修） 
【出願期限】 
平成２１年２月２８日 
【資料請求（無料）・問合先】 
〒５００-８３８４ 
岐阜市薮田南５-１４-５３　県民ふれあい会館２棟２階 
放送大学岐阜学習センター 
1０５８-２７３-９６１４ 
放送大学ホームページ　http：//www.u-air.ac.jp 
【大学説明会】 
平成２１年１月１７日（土） 午後１時３０分～ 
岐阜学習センター（県民ふれあい会館） 

放送大学で学んでみませんか 
４月入学生募集 

新年企画 干支 丑年展 
歴史民俗資料館 

　今年の干支である

丑の郷土玩具・置物

などが展示してありま

す。展示物は、土・石・

金物・紙・ガラス・木・

布などの材料で作ら

れています。 

【会期・時間】 

１月６日（火）～２月８日（日） 

午前９時～午後５時 

【休 館 日】 

月曜日（月曜日が祝日

の場合は翌日休館） 

【入 館 料】 

無料 

え と うし 



日日雇用職員希望者は登録を 総務課 

　役場などで働いていただく日日雇用職員を登録制により募集します。 

　町の施設で日日雇用職員として働くことを希望される方は、町への登録が必要となります。登録後、各職場の状況に

より採用させていただきます。 

　この登録制度は、日日雇用職員を採用する必要が生じたときに、登録者の中から選考し採用するものです。 

※資格などの要件により、登録順通りに採用されるということではありません。また、登録しても必ずしも採用されるとは

限りませんので、ご了承ください。 

【対　象　者】１８歳以上６５歳未満の方 

【勤　務　日】原則として、月曜日～金曜日（職種により土曜日・日曜日・祝日、夜間勤務もあります） 

【登　　　　録】役場総務課に設置してある申込書、またはホームページからダウンロードした申込書により必要事項

を記入し、顔写真（６カ月以内に撮影した縦４㎝×横３㎝）を貼って総務課に提出してください。また、

資格免許などが必要な職種は、証明するものの写しを添付してください。 

　なお、登録の有効期限は、４月以降登録された方は、翌々年３月３１日までです。ただし、１月から３月

までに登録された方は、翌年３月３１日までです。 

【賃　　　　金】町日日雇用職員基本賃金日額表により支給します。 

【賃金支給日】毎月１０日締めで２１日に支給します。 

【社会保険など】雇用期間、勤務時間により健康保険、厚生年金、雇用保険に加入します。 

【雇 用 期 間】１年（ただし、再雇用あり） 

【職　　　　種】○一般事務補助（各課・税務課） 

○一般用務業務（庁舎） 

○駐輪場の管理（自転車駐車場管理事務所） 

○放課後児童クラブ指導業務（各小学校） 

○児童等指導業務（児童館） 

○施設管理業務（中央公民館・松枝公民館・総合会館・福祉会館） 

○学校事務（各小中学校） 

○学校業務（各小中学校） 

○図書業務（中央公民館） 

○学校給食業務（学校給食センター） 

※登録後、日日雇用職員の採用が必要になった場合は、職場の担当課から直接登録者に面接など

の連絡をします。 

【問　合　先】総務課 



「岐阜県糖尿病セミナー」参加者募集 
岐阜県健康福祉部保健医療課 

保育士（嘱託職）募集 
財団法人 笠松町地域振興公社 

　県では地域住民に健康情報を提供し、住民の主体
的な健康づくりを支援するため、「岐阜県糖尿病セミナ
ー」を開催します。 
【日　時】２月１日（日） 午後２時～４時 
【場　所】じゅうろくプラザ（岐阜市橋本町１-１０-１１） 
【講　演】「糖尿病の予防と克服の道―自己の身の丈

にあった―」 
講師　独立行政法人労働者健康福祉機構 
中部ろうさい病院　堀田 饒病院長 

【参加費】無料 
【定　員】約６００人 
【問合先】（社）日本糖尿病協会岐阜県支部事務局　

1２３０-６３７８ 
岐阜県健康福祉部保健医療課　地域保健
担当　1２７２-１１１１ 内線２５３９ 

　町地域振興公社では、保育士（嘱託職）を募集します。 

【採用予定人員】数人 

【勤 務 場 所】第一保育所、下羽栗保育所、 

松枝保育所 

【勤 務 時 間】午前７時～午後７時（休憩時間を含む）

のうち７時間４５分 

【休　　　　日】日曜日、祝日、年末年始と月曜日～土

曜日のうち１日休み 

【給　　　　料】月額１４７,０００円　ただし保育所（園）、

幼稚園での経験年数５年以上の方

は１５９,６００円 

【通 勤 手 当】距離に応じて支給 

【雇 用 期 間】平成２１年４月１日～２２年３月３１日 

雇用期間の延長あり 

【選 考 方 法】書類審査・面接 

【申込・問合先】町地域振興公社（第一保育所内） 

1３８７-６２６６ 

笠松町のマスコットキャラクター募集 
総務課 

　町では来年度実施する笠松町生誕１２０年記念事業

の一環として、笠松町をイメージできるマスコットキャラク

ターを募集しています。（記念事業のマスコットキャラクタ

ーではありません） 

【応募資格】問いません 

【応募期限】２月２８日（土）までに必着 

【　 賞 　】特選１点　賞状および副賞１０万円 

【問 合 先】総務課　応募方法、応募規定、提出先な

ど詳細は町ホームページでご覧いただけ

ます。 

1月開催日程 

携帯電話でレース映像配信 
携帯電話（ドコモ・ソフトバンク・ａｕ）での
レース映像（ライブ・ＶＴＲ）提供を「うまステ」
により実施しています 
※ａｕはＶＴＲのみ配信。情報料は無料ですが視聴す
　る際には高額の通信料が必要です。利用時にはパ
　ケット定額制度への加入を強くお勧めいたします。 

１（祝）・６（火）・７（水）・８（木）・９（金）・ 
１１（日）・１８（日）・１９（月）・ 

２０（火）・２１（水）・２２（木）・２３（金） 

大好評！ 
ご予約はお早めに 

ドリームルーム ドリームルーム 
レディース専用特別席 

ご予約・お問い合わせは電話またはFAXにて・・・ 
企画広報課　ＴＥＬ387-9079　ＦＡＸ387-5183

お問合せ先：うまステ事務局　support@uma.st http://uma.st/



保健 相 談 （健診・予防接種・相談・教室など） 

内　　容 

悩みごと相談 

行 政 相 談  

人 権 相 談  

心配ごと相談 担当地域民生委員の在宅相談 

在宅相談　行政相談委員 
　岩田　修　宮川町５７　　☎387-3718 
　川口　淑　門間６６６　　 ☎388-2178

在宅相談　身体障害者相談員 

　早水春生　西宮町１３１　 ☎388-0029 

　河尻和男　北及１９０２　  ☎387-5788 

　堀場靖隆　円城寺９２９　 ☎388-3791 

　岩田賢一　田代９５０-１　 ☎388-0068

福祉会館 

日（曜日） 

7日（水） 
13：00～15：00

21日（水） 

受付時間 場　所 

身体障がい者 
相談 

在宅相談　人権擁護委員 
　保母勝壽　弥生町３０　　☎387-2782 
　則竹　緑　東陽町３６-３　☎387-9625 
　後藤　稔　北及１１８３　　☎388-1495 
　廣　とし子　長池２６３-２　 ☎388-1906 
　杉原貴子　中野２５６　 　☎388-1496 
　杉山詞一　円城寺１４４３　☎387-7867

はたちの献血キャンペーン 

平成21年1月1日～2月28日 

第3日曜日は家庭の日 
 

家族みんなで、一年の計画を 
語り合いましょう 

今月のテーマ 

 

1月18日は、家庭の日です。心豊かな明るい家
庭づくりをしましょう。 

町県民税 4期分 
国民健康保険税 10期分 
後期高齢者医療保険料 7期分 
介護保険料 8期分 
 

今月の納税・納付 

今月のお休みは１月１日（木）～３日（土）です。 
図書室には、毎週新しい本が入ってきます。 
新着本は、ホームページの蔵書検索からご覧いただけます。 

図書室休室日のお知らせ 

１３：２０～１４：１０ 

１３：１０～１３：５０ 

 

９：２０～１０：００ 

９：２０～９：３０ 

１０：００～１１：３０ 

１３：００～１４：３０ 

１３：００～１３：１０ 

１０：００～１１：３０ 

 

１３：００～１４：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

 

１０：３０～１１：３０ 

 

１３：３０～１５：００ 

１３：３０～１５：１５ 

 

９：３０～１１：１５ 

 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

 

１０：００～１３：００ 

１３：００～１６：００ 

１０：００～１２：００ 

１３：３０～１６：００ 

乳児健康診査・ 
BCG予防接種 

1歳6カ月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 

 

にこにこ教室 

 

 

歯みがき教室 

 

 

プレパマクラブ 

 

  

 

育児相談・ 
マタニティ相談 

 

 

 

 

 

 

健康相談 
 

 

 

 

 

転倒予防教室 
 

 

 

貯筋（ちょきん）くらぶ 
～転倒予防体操教室～ 

 

ふれあいひろば 

 

 

 

ふれあい喫茶 

 

 
 

心の巡回相談と 
グループワーク 

障がい者等就労体験 
 

 

献血 

１３日（火） 

８日（木） 

２２日（木） 

２０日（火） 

２２日（木） 

１３日（火） 

２１日（水） 

２１日（水） 

１３日（火） 

１４日（水） 

２１日（水） 

２７日（火） 

９日（金） 

１３日（火） 

１９日（月） 

２０日（火） 

１５日（木） 

２９日（木） 

７日（水） 

２１日（水） 

２８日（水） 

９日（金） 

１３日（火） 

１９日（月） 

１５日（木） 

２７日（火） 

２９日（木） 

 

 

 

 

福祉健康センター 

 

 

 

 

第一保育所 

福祉健康センター 

下羽栗会館 

福祉会館 

福祉健康センター 

総合会館 

福祉健康センター 

総合会館 

 

 

福祉健康センター 

 

福祉会館 

福祉健康センター 

総合会館 

福祉健康センター 

 

ユーストア笠松店 

松波総合病院 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 



平成２０年分「公的年金などの 
　源泉徴収票」の交付について 
平成２０年分「公的年金などの 
　源泉徴収票」の交付について 国民  

年金  
〈問合先〉 
岐阜南社会保険事務所 
☎273-6161

　老齢年金は、所得税法の規定上「雑所得」として取り扱われ、所得税の課税対

象となります。 

　そのため、社会保険業務センター（社会保険庁）では、国民年金や厚生年金の

老齢年金受給者に対し、平成２０年分の年金の支払総額、社会保険料の金額、源

泉徴収税額および控除内容を記載した「公的年金等の源泉徴収票」を１月中旬か

ら下旬にかけて送付します。 

　障害年金や遺族年金は非課税のため、源泉徴収票は送付されません。 

※「社会保険料」とは、年金から特別徴収された介護保険料および国民健康保険税（または長寿医療保険料）の合

計額です。 

○確定申告について 

　２つ以上の年金の支払に対して「扶養親族等申告書」を提出されている方や、年金以外に給与などの所得がある

方などは確定申告を行わなければなりません。 

　また、確定申告が義務付けられていない場合でも、源泉徴収において控除を受けることができなかったために、源泉

徴収税額を納め過ぎとなっているときは、その税額の還付を受けるために確定申告をすることができます。 

　このときの添付書類のひとつとしてこの源泉徴収票が必要となります。 

※確定申告が必要かどうかについては、税務署などにお尋ねください。 

○源泉徴収票の再交付について 

　「公的年金等の源泉徴収票」の再交付については、住所地を管轄する社会保険事務所または、岐阜年金相談セ

ンターで行いますので、申請の手続きをしてください。 

　また、年金受給者本人、もしくは配偶者の場合は、電話による再交付の申し込みができますので、「ねんきんダイヤル

（1０５７‐０７‐１１６５）」または住所地を管轄する社会保険事務所へお問い合わせください。 

　受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土日、祝日を除く） 

※平成２０年中に亡くなられた方の「公的年金等の源泉徴収票」は送付されませんので、再交付の申請と同様に発行

手続きをしてください。ただし、平成２０年中に亡くなられた方の源泉徴収票の交付には１カ月程度かかります。 

火 の 用 心 

羽島郡広域連合　☎388-1195

消・防・署 
 

 

 

 

 

 

 

 

　冬の到来とともに、さまざまな暖房器具を使用して

いる家庭も多いのではないでしょうか。 

　ストーブやこたつ、電気カーペットなどの便利で扱

い易い暖房器具がたくさんあります。しかし、その取

り扱いで注意しなければならないこともたくさんある

ということを忘れないように心掛けてください。 

○ストーブ 
　電気や石油、ガスを使用したものが普及しており、

最近では時間が経つと自動的に消えるものもありま

すが、ストーブをつけたまま寝こんでしまったり、洗濯

物をストーブの上に干すのは大変危険です。 

　また、石油ストーブに給油する際は、必ず火を消

してから行いましょう。 

○電気カーペット・こたつ 
　電気コードが家具などの下敷きになると配線が切

れ、火災につながる危険性があります。タコ足配線

も発熱の原因になります。 

　また、長時間こたつに入っていると低温火傷を起

こすことがあるので注意しましょう。 

暖房器具の性能が上がってきていても、それを扱う

人が正しい取り扱いをしないと、火災や思わぬけが

につながることがあります。 

　大切な家族を守るためにも暖房器具の取り扱い

に十分注意しましょう。 

暖房器具の取り扱いに 
ご注意を 



ヒップホップダンスを踊ろう 
PEACEダンスクラブ 

　こんにちは !　PEACEダンスクラブです。 

　ダンス指導者の指導により、年少から小学生までの私たちは、ヒップ

ホップやジェイポップのリズムに合わせて毎週楽しく踊っています。 

　クラブでは、年少から年長の幼児のキッズクラスと、小学生のジュニ

アクラスの子どもたちが活動しています。また、ダンスが踊れるようにな

るだけでなく、協調性や自立心を育てることも大切にしています。 

　一度見学に来てみませんか。 

【活動日】毎週月曜日 キッズ午後４時３０分～、ジュニア５時３０分～ 

【場　所】総合会館　【連絡先】羽田野厚子宅（中野）　☎３８８-２０８１ 

ピ ー ス  

ダメっといわれることを 

するのが大好き。 

元気いっぱいのハルです。 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します。 

応募対象　平成20年3月生まれの赤ちゃん 
応募期間　1月末日まで（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳細は企画課広報までお問合せください。 

すごくごはんが大スキです。 

いつもニコニコ元気。 

これからも、笑顔いっぱいでいてください。 

■ 会社を辞めたのですが、今まで会社で天引きしていた住民税（町県民税）の支払いはどうなりますか。 
■ 会社を辞められたら天引きができなくなりますので、その後の住民税は役場から納税通
知書をご自宅に送付します。納税通知書を持参して、役場または町収納代理金融機関で
収めてください。また、年度の途中で再就職された方で、住民税の天引きを希望される方は、
会社にお尋ねください。なお、退職時に住民税を一括納税された方は、除かれます。 
【問合先】税務課 

人　口 

男 

女 

世帯数 

人 

人 

人 

世帯 

） 

） 

） 

） 

20 

1 

19 

2

減 

減 

減 

増 

（ 

（ 

（ 

（ 

前月比 

まちの人口 
平成20年 12月1日現在 

22,479 

10,817 

11,662 

8,081　 

この広報紙は再生紙を使用しています。 
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